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鳥取市教育センターをご活用ください
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昨
年
度
（
２
月
末
ま
で
）
に
、

電
話
相
談
を
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件
、
来
所
相
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訪
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計
７
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受
け
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け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
適
応
指
導
教
室
へ
15
人
、

自
立
支
援
教
室
へ
４
人
の
児
童
・

生
徒
が
通
級
し
ま
し
た
。

　

教
師
力
や
授
業
力
を
養
う
教
職

員
研
修
に
は
、
延
べ
３
３
９
人
が

参
加
し
ま
し
た
。

体育館をご利用ください！

　教育センター
体 育 館 を 一 般
サークルや個人
の活動に貸し出
しています。

【使用料】

全面 1050円／時間
半面 520円／時間

※照明設備を使用する場合は、上記に加えて半面当
たり 150円／時間の使用料がかかります。

【開館時間】
　9:00 ～ 22:00
　休館日：毎週木曜日の 9:00 ～ 15:00
　　　　　12月 28日～ 1月 3日
【申し込み方法】
　ご利用日の 2カ月前から申し込みできます。
　申請書に必要事項を記入し、教育センターに直接申
し込んでください。申請書は、教育センター備え付け
のものをご利用いただくほか、鳥取市ホームページか
らダウンロードできます。

教育相談
　不登校・いじめ・子育てなど、子どもに関するさまざ
まな悩みについて、相談を受けます。
●心の相談電話
　専用電話で相談を受けます。
　受付時間：月～金曜日の 8:30 ～ 17:00
　　　　　　（祝日は除く）
　 （0857）26-3877
●来所相談
　教育センターで面談による相談を受けます。
　※事前予約が必要です。

問い合わせ先　鳥取市教育センター （0857）36-6060

教育支援
　不登校や問題行動などのために学校生活になじめない
児童・生徒の自立をめざした支援を行います。
●適応指導教室
　心理的・情緒的な要因で不登校になった児童・生徒に、
相談活動や個別・集団の指導、学習支援を行い、学校へ
の復帰や社会的な自立を促します。
　　『すなはま』
　　　寺町 150（教育センター内）
　　　 （0857）36-6060・ （0857）26-3878

　　『けたかレインボー』
　　　気高町浜村 282-1（気高町総合支所 3階）
　　　 ・ （0857）82-3151

※ 4月に、鹿野町の旧勝谷小学校からこちらに
移転しています。

●自立支援教室
　問題行動などで学校に適応できない児童・生徒に、学
校への復帰をめざした生活指導などの支援を行います。

学校支援
●教職員の育成
　教師力・授業力の向上と人間力の養成のため、教職員
研修を実施します。
●学校支援ボランティア
　学校の要請に基づき、退職教職員や学生のボランティ
アを派遣し、学校教育の充実を図るよう支援します。

体育館をご利用ください！体育館をご利用ください！
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　平成20年度の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を次
の日程（4月中）により、各会場で行いますので、案
内状・手数料を持参し、会場に飼い犬を連れてきて
ください。飼い犬は、生涯に1回登録を行い、毎年１
回、4～6月の間に注射を受ける必要があります。
※平成7年度以降に登録されていない飼い犬は、新規
の登録が必要です。
■手数料
●新規（平成７年度以降に登録されていない生後91日以上の飼い犬）
　登録料＋予防注射料＋手数料　　５９５０円
●継続（平成７年度以降に登録された飼い犬）
　予防注射料＋手数料　　　　　　２９５０円
 　　の飼い犬表示シールは、別途80円が必要です。

◆注射のとき犬が暴れる場合があります。必ず押さ
えることのできる飼い主が連れて来てください。

◆犬同士がケンカをしないよう、十分注意してくだ
さい。

◆ふんの始末などは、飼い主が責任を持って行ってく
ださい。（今年4月から施行された「鳥取市快適な
生活環境の確保に関する条例」でふんの放置は禁
止されています。）

　飼い犬の死亡、住所変更などの場合は、市役
所本庁舎１階生活環境課 （0857）20ー3216また
は各総合支所市民生活課まで連絡してください。
　飼えなくなった犬や猫については、東部総合事務所
生活安全課 （0857）20ー3675へご相談ください。

狂犬病の予防は飼い主のルールです！

【鳥取地域】
実施日 時　間 会　　場

1日(火)

  9:30 ～ 9:40 岩坪公民館
10:00 ～ 10:10 JA神戸ふれあい館
10:20 ～ 10:30 下砂見公民館
10:50 ～ 11:00 大和地区公民館

2日(水)
 9:30 ～ 9:50 湖南地区公民館
10:05 ～ 10:20 JA 大郷ふれあい館
10:40 ～ 11:10 松保地区公民館

3日(木)
 9:30 ～ 9:45 明治地区公民館
10:10 ～ 10:25 豊実地区公民館
10:45 ～ 11:00 西里仁公民館

4日(金)  9:30 ～ 10:20 城北地区公民館
10:40 ～ 11:30 浜坂地区公民館

7日(月)
 9:30 ～ 9:50 東吉成会館
10:10 ～ 10:40 雲山南団地集会所
11:00 ～ 11:20 大覚寺公民館

8日(火)
 9:30 ～ 10:10 JA 鳥取支店
10:25 ～ 10:40 中吉成集会所
11:00 ～ 11:20 美穂地区公民館

9日(水)
 9:30 ～ 9:50 賀露 7区公民館
10:10 ～ 10:30 賀露 6区公民館
10:50 ～ 11:10 千代水地区公民館

10日(木)
 9:30 ～ 9:40 円通寺集会所
10:00 ～ 10:20 国安集会所
10:40 ～ 10:50 東馬場集会所

11日(金)
 9:30 ～ 10:00 若葉台地区公民館
10:30 ～ 10:50 津ノ井地区公民館
11:15 ～ 11:30 米里地区公民館

14日(月)  9:30 ～ 10:10 岩倉地区公民館
10:30 ～ 11:00 稲葉山地区公民館

15日(火)
 9:30 ～ 10:00 面影地区公民館
10:20 ～ 10:50 大杙 2区集会所
11:10 ～ 11:30 修立地区公民館

16日(水)
 9:30 ～ 9:50 東郷地区公民館
10:10 ～ 10:30 大正地区公民館
10:50 ～ 11:15 古海隣保館

17日(木)
 9:30 ～ 9:50 下味野隣保館
10:20 ～ 10:40 聖神社駐車場
11:00 ～ 11:20 富桑隣保館

18日(金)  9:30 ～ 10:30 美萩野一丁目集会所
10:55 ～ 11:15 末恒地区公民館

20日(日)  9:00 ～ 11:30 鳥取市役所

21日(月)
9:30 ～ 10:00 湖山西地区公民館
10:15 ～ 10:55 湖山地区公民館
11:10 ～ 11:30 湖山神社

22日(火)

 9:30 ～ 9:50 大森団地集会所

10:10 ～ 10:30 八幡池スポーツセンター城北体育館
10:50 ～ 11:20 北園ふれあい会館

【国府地域】
実施日 時　間 会　　場

2日(水)  9:30 ～ 9:45 大茅地区公民館
10:10 ～ 10:30 成器地区公民館

3日(木)  9:30 ～ 10:15 谷地区公民館
10:45 ～ 11:15 宮ノ下地区公民館

【福部地域】
実施日 時　間 会　　場
1日(火)  9:30 ～ 10:30 福部町総合支所

【河原地域】
実施日 時　間 会　　場

10日(木)
 9:20 ～ 9:50 西郷地区公民館
10:00 ～ 10:20（旧）JA小河内出張所
10:40 ～ 11:00（旧）JA北村出張所

11日(金)
 9:10 ～ 9:40 国英多目的集会所
10:00 ～ 10:50 散岐多目的集会所
11:10 ～ 11:30 水根公民館

14日(月)  9:30 ～ 10:10 河原町総合支所
10:30 ～ 10:50 八上多目的集会所

【用瀬地域】
実施日 時　間 会　　場

15日(火)
 9:10 ～ 10:00 社多目的集会所
10:10 ～ 11:00 用瀬町総合支所
11:10 ～ 11:40 大村多目的集会所

【佐治地域】
実施日 時　間 会　　場

16日(水)

 9:20 ～ 9:30 刈地橋刈地側三叉路
 9:40 ～ 9:50 津無公民館

10:00 ～ 10:10 地域活性化センター(中学校裏)

16日(水)

10:20 ～ 10:30 森坪公民館
10:40 ～ 10:50 下加瀬木公民館
11:00 ～ 11:10 高山 (中谷食品付近十字路 )
11:20 ～ 11:30 津野公民館

17日(木)

 9:30 ～ 9:50 老人福祉センター
10:00 ～ 10:10 海洋センター
10:20 ～ 10:30 余戸・平成会館
10:40 ～ 10:50 尾際下福安商店
11:00 ～ 11:10 中公民館

【気高地域】
実施日 時　間 会　　場

18日(金)
 9:30 ～ 9:50 逢坂地区公民館
10:10 ～ 10:25 郡家研修会館
10:45 ～ 11:05 気高町隣保館

21日(月)
 9:30 ～ 10:00 JA 瑞穂ふれあい館
10:20 ～ 10:50 宝木地区公民館
11:10 ～ 11:25 酒津漁村センター

22日(火)  9:30 ～ 10:00 JA 気高支店
10:30 ～ 11:00 農業者トレーニングセンター

【鹿野地域】
実施日 時　間 会　　場

10日(木)
 9:30 ～ 9:40 （旧）山東農協河内支店
10:00 ～ 10:15 小鷲河集会所
10:35 ～ 11:00 老人福祉センター

11日(金)  9:30 ～ 10:20 鹿野町総合支所

【青谷地域】
実施日 時　間 会　　場

14日(月)
 9:30 ～ 9:45 （旧）JA日置谷ふれあい館
10:00 ～ 10:15 蔵内公民館
10:40 ～ 11:00 河原公民館

15日(火)  9:30 ～ 9:45 勝部公民館
10:10 ～ 10:30 亀尻公民館

16日(水)  9:30 ～ 9:45 長和瀬公民館
10:10 ～ 10:40 青谷町総合支所

※いずれの会場でも受け付け
　ます。
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